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活動場所の 

WBGT 

活動場所の 

乾球温度 
学校の教育活動 

学校生活を安全に過ごすために  

（※公益財団法人 日本スポーツ協会 

熱中症予防運動指針 参照） 

学校の対応 

３５℃以上 

３５℃以上 

熱中症特別警戒アラート 

33℃を超える 熱中症警戒アラート 

危険 

3１℃以上 

屋内外で身体を動かす活動 

(例)体育の授業 

運動会（体育大会・スポーツステーション） 

運動部活動、校外学習、宿泊研修等 

〇運動は原則中止 

• 屋外や体育館（空調の無い）での活動は原則中止または、活動時間を短縮す

る。 

• スポーツ活動は中止、休止、延期、内容の変更をする。 

• 体育の授業は活動場所及び内容の変更をする。 

• 特別の場合以外は運動を中止する。 

（特別な場合とは、医師、看護師、一次救命処置保持者のいずれかを常駐させ、

救護所の設置、及び救急搬送体制の対策を講じた場合、涼しい屋内で運動する

場合等のこと。） 

 

 

【教育活動における対応例】 
 

・児童生徒等の健康状態の
確認をする。 
・WBGT 測定器による会場
の環境状態の確認をする。 
・児童生徒に対しての給水
指示をする。 
・風通しのよい日陰やエアコ
ンが効いている室内など休
憩ができる環境を確保す
る。 
・状況に応じた休憩時間の
確保を行う。 
・状況に応じた水分・塩分の
補給を行う。 
・熱中症の兆候への注視を
行う。 
・登下校時において、日傘等
の使用を促す。 

 
 
 
 
 

 

屋内の活動 

(例)始業式、終業式、全校集会、講演会等 

〇原則実施形式の変更。もしくは中止を検討 

（例）放送等による教室での視聴を行う。 

厳重警戒 

28℃以上 

～31℃未満 

31℃以上 

～35℃未満 

体育•スポーツ活動 

教育活動全般 

〇厳重警戒 （激しい運動は中止） 

熱中症の危険性が高いので、激しい運動や持久走など体温が上昇しやすい

運動は避ける。10～20分おきに休憩をとり水分・塩分の補給を行う。暑さに弱い

人は運動を軽減または中止する。 

・ 運動を行う場合も、強度、内容、場所、時間、服装等に十分に配慮する。 

・ 健康観察を確実に行うとともに 10～20 分おきに休憩をとり、水分・塩分補

給を行う。暑さに慣れていない児童生徒は運動の軽減、中止する。 

警戒 

25℃以上 

～28℃未満 

28℃以上 

～31℃未満 

体育•スポーツ活動 

教育活動全般 

〇警戒 （積極的に休憩） 

熱中症の危険度が増すので積極的に休憩を取り適宜、水分・塩分を補給す

る。激しい運動では30分おきくらいに休憩をとる。 

注意 

2１℃以上 

～2５℃未満 

28℃未満 
体育•スポーツ活動 

教育活動全般 

〇注意 （積極的に水分補給） 

熱中症の兆候に注意するとともに、運動の合間に積極的に水分・塩分を補給

する。 



熱中症予防５ヶ条  

※公益財団法人日本スポーツ協会「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」より引用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


